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会社法研究会資料  

 

締役会 決議事項 関 検討 

 

第  重要 業務執行 決定 委任 

  監査役設置会社 い ，モニタ ン モ を採用 こ よう ，

一定 要件 ，監査等委員会設置会社や指 委員会等設置会社 場合 程

度 ， 締役会 決議 よ 重要 業務執行 決定を 締役 委任 こ

こ を認 こ い ， よう 考え 。 

     注 監査役設置会社 い ，委員会型 会社 程度 ， 締役会 決議

よ 重要 業務執行 決定を 締役 委任 こ こ を認

場合 ，そ 要件 い ， よう 考え 。例え ，以 よう 要

件 い ， よう 考え 。 

       監査役設置会社 い ， 締役 過半数 社外 締役 あ 場合 ，

委員会型 会社 程度 重要 業務執行 決定 委任を認 。 

       監査役[会]設置会社 い ，社外 締役 締役 過半数 満た い場

合 あ ， 締役 うち[ 分 ] [ 人]よ 少 い場合 ，[

人] 以 社外 締役 あ ，[定款 定 よ ]委員会型 会社

程度 重要 業務執行 決定 委任を認 。 

 

   補足 明  

     監査役設置会社 モ タ ン モ 採用 

     (1) 第 回会議 監査役設置会社 い モ タ ン モ 指向

認 い いう指摘 あ 一方 監査役設置会社 い モ タ

ン モ 認 べ あ いう 自体 議論 余地 あ モ

タ ン モ 移行 い あ 監査等委員会設置会社や指 委員会

等設置会社 移行 い いう考え方 あ いう指摘 監査役設置会社

モ タ ン モ 採用 い いう会社 あ 疑問 あ

いう指摘 モ タ ン モ 全 機 設計 う 制度

くく いう指摘 あ 第 回会議議事要旨 頁

頁 参照 。 

     (2) いわゆ モ タ ン モ 特徴 締役会 主 業務執

行者 監督 行う 締役会 基本的 経営方針 部統制 在 方

業務執行者 選解任 報酬 い 事項 決定 業務執行

具体的 決定 行わ い 監査委員会 締役会 部 置

指摘さ い 藤田 頁 。 既 監査等委員会設置会社 移行

い 場会社 社 超え い 加え 現行 会社法 監
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査役設置会社 重要 業務執行 決定 い 比較的具体的 容

締役会 決定 や 締役会 外部 監査役 会 設置さ い

等 点 モ タ ン モ ガ ン 構造 異 い 踏 え

監査役設置会社 モ タ ン モ 採用 認 べ

う い 慎重 検討 必要 あ 考え 。 

       他方 監査役設置会社 あ 後記 モ タ ン モ ふさわ

い徴表 備え い 場合 モ タ ン モ 採用 選択肢 否定

必要 い 考え 。そ 以 監査役設置会社

い モ タ ン モ 採用 う 重要 業務執行

決定 締役 委任 認 要件 い 検討

。 

     重要 業務執行 決定 委任 要件 

     (1) 監査役設置会社 あ モ タ ン モ ふさわ い徴表 備

え い 場合 締役会 業務執行 具体的 決定 行わ 主

業務執行者 監督 行う 締役会 重要 業務執行 決定

業務執行者 委任 認 考え 。そ 前記 (2) 特

徴 モ タ ン モ 中長期的 目標 決 そ 目標 照

業務執行者 成果 妥当性 検証 現在 業務執行者 経営 委

是非 い 断 いう意味 モ タ ン 行わ

第 回会議議事要旨 頁参照 モ タ ン 行う ふさわ

い徴表 締役 過半数 社外 締役 あ 例え 締

役 過半数 社外 締役 あ 監査等委員会設置会社 場合 会社法第

条 第 項 又 社外 締役 締役 過半数 少 い場合 あ

締役 あ 委員 過半数 社外 締役 構成さ 委員会 締役 選

解任議案 決定 業務執行者 報酬 決定 び業務執行者 職務執行 監査

限 い 例え 指 委員会等設置会社 場合 会社法第

条第 項 第 条 考え 。 い 締役 過半数

社外 締役 構成さ 締役会 社外 締役 業務執行者 選解任

通 記 意味 モ タ ン 実効性 担保

考え 。 い 締役会 社外 締役 締役 過

半数 満 い場合 あ 委員 過半数 社外 締役 構成さ 委員

会 業務執行者 選解任 行う 締役会 構成員 あ 締役 選解任議案

決定 通 間接的 あ モ タ ン 実効

性 担保 考え 。 前記 び い

い モ タ ン モ ふさわ い徴表 あ いう考え方 あ 得

。 

     (2) 現行 会社法 監査役設置会社 い 委員 過半数 社外

締役 構成さ 締役 選解任 議案 決定 限 法定

委員会 在 い 前記(1) 徴表 監査役設置会社 機 設
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計 整合的 く 監査役設置会社 そ う 徴表 備え 困難 あ

考え 。他方 監査役設置会社 あ 前記(1) 徴表 備え

能 あ 少 く 締役 過半数 社外 締役 あ 場合

重要 業務執行 委任 認 考え 第 回会議 様 指摘

あ 第 回会議議事要旨 頁 頁参照 。 第 回会議 締

役 過半数 社外 締役 重要 業務執行 委任 い いう

あ 疑問 あ いう指摘や そ 重要 業務執行 委任 要件

場合 利用さ い制度 能性 あ いう指摘 あ

第 回会議議事要旨 頁 頁参照 踏 え 締役 過半数

社外 締役 あ モ タ ン モ 採用 う 監査役設

置会社 厳 い要件 あ 考え 。 

     (3) 第 回会議 社外 締役 数 び割合 い 締役

考え い いう指摘 あ 第 回会議議事要旨

頁 。監査等委員会設置会社 最低 人 社外 締役 要求さ い

会社法第 条第 項 や 監査役設置会社 い 社外 締役 締

役 過半数 満 い場合 締役会 い 社外 締役 断

業務執行者 最終的 解任 期待 い 鑑

締役 社外 締役 あ モ タ ン モ

ふさわ い徴表 考え 難 い う 思わ 経営者 交代

対 実質的 効果 与え 少 く 人又 ％ 独立社外

締役 選任 重要 あ いう実証研究 齋藤ほ 頁 頁 等 踏

え 実務 締役 過半数 社外 締役 く 業務執行者

解任 期待 いわ い 考え 。 

     (4) そ 監査役設置会社 い 社外 締役 締役 過半数 満

い場合 あ 締役 う [ ] [ 人] 少 い場合 [

人] 以 社外 締役 あ 重要 業務執行 決定 締役 委任

認 いう考え方 あ 得 。 

       監査役設置会社 う 監査役会設置会社 い 一般的 監

査役 監査 原則 適法性監査 妥当性監査 い

解さ い 江頭 頁 締役会 社外 締役 加え 少

く 人以 社外監査役 出席 締役会 出席 社外者

人数 多く 能性 あ 事実 業務執行者 対 監督 強

期待 考え 。そ 監査役設置会社 う

監査役会設置会社 い 社外 締役 締役 過半数 満 い場合

あ 締役 う [ ] [ 人] 少 い場合 [ 人] 以

社外 締役 あ 重要 業務執行 決定 締役 委任

認 いう考え方 あ 得 。 

       さ び い い 定款 定 要求 モ タ

ン モ 採用 株主 断 係 例え 定款 重要 業務執
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行 委任 旨 定 あ 監査等委員会設置会社 場合 会社

法第 条 第 項 いう考え方 あ 得 。 

 

第  重要 財産 処分及び譲 け 又 多額 借財 該当性 関 軽微基

準 

  重要 財産 処分及び譲 け 又 多額 借財 該当性 関 軽微基準

趣旨 ，軽微基準を 回 い け ，裁判所 重要 あ 判断さ こ

く いうこ あ ，軽微基準を 回 た場合 あ ，必 締

役会決議 要求さ わけ く，判例 判断基準 従 重要性 改 判

断さ こ いうこ あ ，こ よう 趣旨 軽微基準を設け

こ い ， よう 考え 。 

     注 仮 ， 重要 財産 処分及び譲 け 又 多額 借財 該当性 関

軽微基準を設け した場合 ，そ 容及び適用対象 会社 い

よう 考え 。例え ，［公開会社 大会社/有価証券報告書提出会

社］ い ，以 よう 軽微基準 該当 場合 ， 締役会 決議を

不要 こ い ， よう 考え 。 ，ブ ッ 仮 数

値 あ ，現在，実務 い 付議基準 見直し 行わ い いう指摘を

踏まえ ，軽微基準 容 い 可能 範囲 議論 こ 。 

       財産を処分 場合 ，当該財産 帳簿価額 [ 億] 又 会社 [総資

産 ％] い 高い額 相当 額未満 

       財産を譲 け 場合 ，当該財産 得価額 [ 億] 又 会社 [総

資産 ％] い 高い額 相当 額未満 

       借入 を 場合 ，借入額 [ 億] 又 会社 [総資産 ％] い

高い額 相当 額未満 

       債務保証を 場合 ，債務保証額 [ 億] 又 会社 [総資産

％] い 大 い方 相当 額未満 

 

   補足 明  

     軽微基準 趣旨 

     (1) 重要 財産 処 び譲 や 多 借財 等 会社法第 条第

項各号 掲 決議事項 い 付議基準 相当 細 定 傾向

強く 多く 事項 付議さ い いう指摘 さ い 会社法

研究会資料 頁参照 う 問 解消 方策 一

重要 財産 処 び譲 又 多 借財 当性

軽微基準 設 考え 。第 回会議 会社法 軽微基準 定

や い いう指摘や軽微基準 フ 意味

あ いう指摘 あ 一方 軽微基準 容 定 難 い いう指

摘や 軽微基準 回 場合 全部付議 いう実務 行 能性

あ いう指摘 軽微基準 低い ベ い 余 効果 期待



 

5 

い いう指摘 現在 実務 い 付議基準 見直 行わ い いう

指摘 あ 第 回会議議事要旨 頁 頁 参照 。 

     (2) 重要 財産 処 び譲 又 多 借財 当性 軽微

基準 趣旨 軽微基準 回 い 裁 所 重要 あ 断さ

く いう あ 。 軽微基準 合致 場合

あ 会社 締役会決議 要求 付議基準 定

一方 軽微基準 回 場合 あ 必 締役会決議 要求さ

わ く 例 最 成 日民集 巻 号 頁 断基

準 従 重要性 改 断さ 第 回会議議事要旨 頁

参照 。 う 趣旨 軽微基準 あ 設 実務 い

う い 検討 余地 あ 考え 。 

     軽微基準 容 

     (1) 第 回会議 軽微基準 容 い 数値基準 低い基準

いう指摘や 絶対 又 財務比率等 形式的 基準 重畳的 課 必要

あ いう指摘 あ 第 回会議議事要旨 頁 頁 参照 。 

     (2) 指摘 踏 え 会社法 軽微基準 定 場合 旬刊

商事法務編集部 成 実施 アン 調査 結果 い

規模 資本金 億 未満 億 超 会社 億 以

付議 い 事例 多い 運営実態 頁 頁 第 回会

議 総資産 ％ いう数値基準 い 批 あ 実務

一定 目安 い いう指摘 あ 第 回会議議事要旨 頁

参照 会社法 単体ベ 重要性 断さ 仮 億 いう

絶対 軽微基準 場合 規模 小さい会社 い 軽微基準 適用

認 適 い 考え 等 鑑 注 記載 軽微基

準 容 議論 提案 い 。 
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